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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の通信対象と第１の近接無線通信を行うための第１の無線信号を送信する第１の近
接無線通信部と、
　前記第１の通信対象にもなり得る第２の通信対象と第２の近接無線通信を行うための第
２の無線信号を送信する第２の近接無線通信部と、
　前記第１の無線信号と前記第２の無線信号とを交互に送信させることを繰り返し、前記
第１の無線信号及び第２の無線信号のうち一方の送信の繰り返しによって前記第１又は第
２の通信対象の存在を複数回連続して検出したとき、前記存在を前記複数回連続して検出
した前記第１又は第２の通信対象と前記第１又は第２の近接無線通信を行うよう前記第１
及び第２の近接無線通信を設定する設定手段と、
　前記設定手段により設定された前記第１又は第２の近接無線通信を行うように前記第１
及び第２の近接無線通信部を制御する通信制御手段と、
　を備えた情報処理装置。
【請求項２】
　前記第１の通信対象は、非接触型ＩＣカードであり、
　前記第２の通信対象は、通信機器である、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　第１の通信対象と第１の近接無線通信を行うための第１の無線信号を送信する第１の近
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接無線通信部と、
　前記第１の通信対象にもなり得る第２の通信対象と第２の近接無線通信を行うための第
２の無線信号を送信する第２の近接無線通信部と、
　前記第１の無線信号と前記第２の無線信号とを交互に送信させることを繰り返し、前記
第１の無線信号及び第２の無線信号のうち一方の送信の繰り返しによって前記第１又は第
２の通信対象の存在を複数回連続して検出したとき、前記存在を前記複数回連続して検出
した前記第１又は第２の通信対象と前記第１又は第２の近接無線通信を行うよう前記第１
及び第２の近接無線通信を設定する設定手段と、
　前記設定手段により設定された前記第１又は第２の近接無線通信を行うように前記第１
及び第２の近接無線通信部を制御する通信制御手段と、
　を備えた画像形成装置。
【請求項４】
　前記第１の通信対象は、非接触型ＩＣカードであり、
　前記第２の通信対象は、通信機器である、
　請求項３に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　コンピュータを、
　第１の通信対象と第１の近接無線通信を行うための第１の無線信号を送信する第１の近
接無線通信部、及び前記第１の通信対象にもなり得る第２の通信対象と第２の近接無線通
信を行うための第２の無線信号を送信する第２の近接無線通信部に関する手段であって、
　前記第１の無線信号と前記第２の無線信号とを交互に送信させることを繰り返し、前記
第１の無線信号及び第２の無線信号のうち一方の送信の繰り返しによって前記第１又は第
２の通信対象の存在を複数回連続して検出したとき、前記存在を前記複数回連続して検出
した前記第１又は第２の通信対象と前記第１又は第２の近接無線通信を行うよう前記第１
及び第２の近接無線通信を設定する設定手段と、
　前記設定手段により設定された前記第１又は第２の近接無線通信を行うように前記第１
及び第２の近接無線通信部を制御する通信制御手段として機能させるための情報処理プロ
グラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、画像形成装置及び情報処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＮＦＣ（Near Field Communication）の規格に従った通信（以下「ＮＦＣ通信」
という。）を実行可能なＮＦＣ対応機器が実用化され、一対のＮＦＣ対応機器の間で双方
向通信を実行するためのＰ２Ｐ（Peer to Peer）モードを利用した通信システムが提案さ
れている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この通信システムは、ＮＦＣ対応機器の携帯端末及び多機能周辺装置（ＭＦＰ：MultiF
unction Peripheral）を備え、Ｐ２Ｐモードにおいて、携帯端末をＭＦＰにかざすことで
、携帯端末に保存されている画像データやＰＤＦ等のデータをＭＦＰへ送信してプリント
させるというものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－６９４５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　近年、ＮＦＣ通信として、ＮＦＣ対応機器がＮＦＣフォーラムで定められた非接触型Ｉ
Ｃカードとして動作する「ＣＥ（Card Emulation）モード」を実行するＣＥ機能と、ＮＦ
Ｃタグを読み取るための「リーダ・ライタモード」を実行するリーダ・ライタ機能と、Ｎ
ＦＣ対応機器間で通信する「Ｐ２Ｐモード」を実行するＰ２Ｐ機能とを備えたものが実用
化されている。これらのモードでは、それぞれ異なる通信プロトコルが用いられる。
【０００６】
　本発明の目的は、第１の通信対象と第１の通信対象にもなり得る第２の通信対象と近接
無線通信が可能な構成において、第１及び第２の通信対象のうち一方との通信のみを有効
とすることが可能な情報処理装置、画像形成装置及び情報処理プログラムを提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
［１］第１の通信対象と第１の近接無線通信を行うための第１の無線信号を送信する第１
の近接無線通信部と、
　前記第１の通信対象にもなり得る第２の通信対象と第２の近接無線通信を行うための第
２の無線信号を送信する第２の近接無線通信部と、
　前記第１の無線信号と前記第２の無線信号とを交互に送信させることを繰り返し、前記
第１の無線信号及び第２の無線信号のうち一方の送信の繰り返しによって前記第１又は第
２の通信対象の存在を複数回連続して検出したとき、前記存在を前記複数回連続して検出
した前記第１又は第２の通信対象と前記第１又は第２の近接無線通信を行うよう前記第１
及び第２の近接無線通信を設定する設定手段と、
　前記設定手段により設定された前記第１又は第２の近接無線通信を行うように前記第１
及び第２の近接無線通信部を制御する通信制御手段と、
　を備えた情報処理装置。
［２］前記第１の通信対象は、非接触型ＩＣカードであり、
　前記第２の通信対象は、通信機器である、前記［１］に記載の情報処理装置。
【０００８】
［３］第１の通信対象と第１の近接無線通信を行うための第１の無線信号を送信する第１
の近接無線通信部と、
　前記第１の通信対象にもなり得る第２の通信対象と第２の近接無線通信を行うための第
２の無線信号を送信する第２の近接無線通信部と、
　前記第１の無線信号と前記第２の無線信号とを交互に送信させることを繰り返し、前記
第１の無線信号及び第２の無線信号のうち一方の送信の繰り返しによって前記第１又は第
２の通信対象の存在を複数回連続して検出したとき、前記存在を前記複数回連続して検出
した前記第１又は第２の通信対象と前記第１又は第２の近接無線通信を行うよう前記第１
及び第２の近接無線通信を設定する設定手段と、
　前記設定手段により設定された前記第１又は第２の近接無線通信を行うように前記第１
及び第２の近接無線通信部を制御する通信制御手段と、
　を備えた画像形成装置。
［４］前記第１の通信対象は、非接触型ＩＣカードであり、
　前記第２の通信対象は、通信機器である、前記［３］に記載の画像形成装置。
【０００９】
［５］コンピュータを、第１の通信対象と第１の近接無線通信を行うための第１の無線信
号を送信する第１の近接無線通信部、及び前記第１の通信対象にもなり得る第２の通信対
象と第２の近接無線通信を行うための第２の無線信号を送信する第２の近接無線通信部に
関する手段であって、
　前記第１の無線信号と前記第２の無線信号とを交互に送信させることを繰り返し、前記
第１の無線信号及び第２の無線信号のうち一方の送信の繰り返しによって前記第１又は第
２の通信対象の存在を複数回連続して検出したとき、前記存在を前記複数回連続して検出
した前記第１又は第２の通信対象と前記第１又は第２の近接無線通信を行うよう前記第１
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及び第２の近接無線通信を設定する設定手段と、
　前記設定手段により設定された前記第１又は第２の近接無線通信を行うように前記第１
及び第２の近接無線通信部を制御する通信制御手段として機能させるための情報処理プロ
グラム。
 
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１～５に係る発明によれば、第１の通信対象と第１の通信対象にもなり得る第２
の通信対象と近接無線通信が可能な構成において、第１及び第２の通信対象のうち一方と
の通信のみを有効とすることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係る情報処理システムの構成例を機能的に示すブ
ロック図である。
【図２】図２は、機能選択画面の一例を示す図である。
【図３】図３は、画像形成装置の動作の一例を示すフローチャートである。
【図４】図４は、画像形成装置の動作の他の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。なお、各図中、実質的に
同一の機能を有する構成要素については、同一の符号を付してその重複した説明を省略す
る。なお、本実施の形態では、情報処理装置の一例として画像処理装置を例に挙げて説明
するが、その他の情報処理装置であってもよい。
【００１３】
　図１は、本発明の実施の形態に係る情報処理システムの構成例を機能的に示すブロック
図である。この情報処理システム１は、画像形成装置２と携帯端末装置３とを無線により
通信可能に接続したものである。携帯端末装置３は、ユーザの端末装置又はＮＦＣ対応機
器の一例である。
【００１４】
（画像形成装置の構成）
　画像形成装置２は、例えば、コピー、スキャン、プリント、ファックス等の複数の機能
を備えた複合機であり、画像形成装置２の各部を制御する制御部２０を有し、この制御部
２０に、記憶部２１、近接無線通信ユニット２２、近距離無線通信部２３、表示操作部２
４、画像読取部２５、画像処理部２６、画像出力部２７及びファクシミリ部２８が接続さ
れている。
【００１５】
　近接無線通信ユニット２２は、リーダ・ライタ機能を有し、図示しない非接触型ＩＣカ
ードと第１の近接無線通信を行うための第１の無線信号を送信する第１の近接無線通信部
２２１と、Ｐ２Ｐ機能を有し、携帯端末装置３と第２の近接無線通信を行うための第２の
無線信号を送信する第２の近接無線通信部２２２とを備える。非接触型ＩＣカードは、第
１の通信対象の一例である。携帯端末装置３は、第１の通信対象にもなり得る第２の通信
対象、通信機器、又はＮＦＣ対応機器の一例である。
【００１６】
　第１の近接無線通信部２２１は、携帯端末装置３の第１の近接無線通信部３２１との間
で通信可能距離が、例えば１０ｃｍ程度以下の第１の近接無線通信を行うものである。こ
のような通信として、本実施の形態では、例えば、ＮＦＣフォーラムで定められた非接触
型ＩＣカードと通信可能な無線通信を用いる。ＮＦＣフォーラムで定められた非接触型Ｉ
Ｃカードには、例えば、国際標準規格ISO/IEC 14443で規定されているType AとType B、
日本工業規格JIS X6319-4で規定されているFeliCa（登録商標）等がある。第１の近接無
線通信は、リーダ・ライタモードで実行され、第２の近接無線通信とは異なる通信プロト
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コルが用いられる。
【００１７】
　第２の近接無線通信部２２２は、携帯端末装置３の第２の近接無線通信部３２２との間
で通信可能距離が、例えば１０ｃｍ程度以下の第２の近接無線通信を行うものである。こ
のような通信として、本実施の形態では、Ｐ２Ｐモードが可能なＮＦＣ通信を用いる。第
２の近接無線通信は、Ｐ２Ｐモードで実行され、第１の近接無線通信とは異なる通信プロ
トコルが用いられる。
【００１８】
　記憶部２１は、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ハー
ドディスク等で実現され、プログラム２１０、自己に割り当てられたＩＰアドレス２１１
、ユーザＩＤリスト２１２、印刷指示情報リスト２１３等を記憶する。ここで、ＩＰアド
レス２１１は、画像形成装置２の識別情報の一例である。ユーザＩＤリスト２１２には、
画像形成装置２にアクセス可能なユーザＩＤが予め登録されている。ＩＤとしてユーザＩ
Ｄが一般に使われるため、非接触型ＩＣカードやＮＦＣ対応機器が保持している個体識別
番号では認証エラーになる可能性が高い。ここで、ユーザＩＤは、ユーザの識別情報の一
例である。なお、記憶部２１がユーザＩＤリスト２１２を記憶していなくてもよい。この
場合は、例えば、サーバがユーザＩＤリスト２１２を記憶しておき、画像形成装置２がネ
ットワークを介してサーバにユーザの認証を依頼する。プログラム２１０は、情報処理プ
ログラムの一例である。
【００１９】
　近接無線通信ユニット２２と相手の近接無線通信ユニット３２とが互いに通信可能な距
離（例えば互いのアンテナの距離が１０ｃｍ程度以下）に存在すると、相手の通信対象の
存在を検出し、第１又は第２の近接無線通信の接続が確立する。また、近接無線通信ユニ
ット２２と相手の近接無線通信ユニット３２とが互いに通信可能な距離に存在して接続が
確立されている状態で、相手の近接無線通信ユニット３２が通信可能な距離から外れると
、第１又は第２の近接無線通信の接続が切断される。
【００２０】
　近距離無線通信部２３は、携帯端末装置３の近距離無線通信部３３との間で近接無線通
信部２２よりも長い通信可能距離、例えば１００ｍ程度以下で近距離無線通信を行うもの
である。このような通信として、例えば、Wi-Fi（Wireless Fidelity）等のＬＡＮルータ
を経由した無線ＬＡＮ（Local Area Network）や、Wi-Fi Direct、Bluetooth（登録商標
）等のＬＡＮルータ等を経由しない無線通信を用いることができる。
【００２１】
　表示操作部２４は、液晶ディスプレイ等の表示部にタッチパネルが重合配置されたタッ
チパネルディスプレイを有し、操作画面を表示部に表示するとともに、操作者からタッチ
パネルへの操作を受け付ける。
【００２２】
　画像読取部２５は、例えばスキャナにより構成され、原稿から画像データを読み取って
入力する。画像処理部２６は、画像読取部２５等から入力された画像データの圧縮、伸張
、合成等の画像処理を行う。画像出力部２７は、例えば感光体による画像保持体を有し、
用紙等の記録媒体に画像を形成して出力する。ファクシミリ部２８は、Ｇ３、Ｇ４等のフ
ァクシミリプロトコルに従ってデータの変復調を行い、電話回線を介してファクシミリ通
信を行う。
【００２３】
　制御部２０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、インターフェース等から構成さ
れている。ＣＰＵは、記憶部２１に記憶されたプログラム１０に従って動作することによ
り、通信制御手段２００、受付手段２０１、認証手段２０２、実行手段２０３、設定手段
２０４等として機能し、リーダ・ライタモード及びＰ２Ｐモードを実行する。
【００２４】
　通信制御手段２００は、第１及び第２の近接無線通信のうち後述する設定手段２０４に
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より設定された第１又は第２の近接無線通信を行うように第１及び第２の近接無線通信部
２２１、２２２を制御する。すなわち、第１の近接無線通信が有効なものとして設定され
た場合は、第１の近接無線通信部２２１から第１の無線信号を送信させ、第１の近接無線
通信の接続が確立したとき、非接触型ＩＣカードから第１の近接無線通信を介してユーザ
ＩＤ、個体識別番号等の必要な情報を取得する。また、通信制御手段２００は、第２の近
接無線通信が有効なものとして設定された場合は、第２の近接無線通信部２２２から第２
の無線信号を送信させ、第２の近接無線通信の接続が確立したとき、記憶部２１からＩＰ
アドレス２１１を読み出し、ＩＰアドレス２１１を第２の近接無線通信を介して携帯端末
装置３に送信する。
【００２５】
　通信制御手段２００は、第１の無線信号と第２の無線信号を交互に送信させ、前記第１
の無線信号の送信によって前記第１の通信対象の存在を複数回（例えば、２回又は３回）
連続して検出したとき、非接触型ＩＣカードから第１の近接無線通信を介してユーザＩＤ
等の必要な情報を取得してもよい。また、通信制御手段２００は、第２の無線信号の送信
によって携帯端末装置３の存在を検出したとき、記憶部２１からＩＰアドレス２１１を読
み出し、ＩＰアドレス２１１を第２の近接無線通信を介して携帯端末装置３に送信するよ
うに第１及び第２の近接無線通信部２２１、２２２を制御してもよい。第１の通信対象の
存在を複数回連続して検出したときに初めて非接触型ＩＣカードから必要な情報を取得す
ることで、第１の近接無線通信よりも第２の近接無線通信を優先させている。このような
処理を以下「フィルタ処理」という。
【００２６】
　受付手段２０１は、近距離無線通信部２３が携帯端末装置３の近距離無線通信部３３と
の間で近距離無線通信の接続を確立すると、携帯端末装置３から画像データの印刷を指示
する印刷指示情報３１３を近距離無線通信部２３を介して受け付ける。受付手段２０１は
、受け付けた印刷指示情報３１３を実行手段２０３に渡す。
【００２７】
　認証手段２０２は、通信制御手段２００が非接触型ＩＣカードからユーザＩＤを取得し
た場合には、取得したユーザＩＤに基づいて認証処理を行う。具体的には、認証手段２０
２は、ユーザＩＤが記憶部２１のユーザＩＤリスト２１２に登録されているか否かを判断
し、その認証結果を実行手段２０３に通知する。表示操作部２４に対する操作により直接
ユーザＩＤを入力された場合には、直接入力されたユーザＩＤに基づいて認証処理を行う
場合もある。なお、認証手段２０２は、ユーザＩＤとパスワードに基づいてユーザを認証
してもよい。
【００２８】
　実行手段２０２は、受付手段２０１から渡された印刷指示情報３１３に従って印刷処理
を実行する。すなわち、実行手段２０２は、画像データを印刷指示情報３１３で設定され
た印刷条件で印刷するように画像出力部２７を制御する。画像出力部２７は、印刷指示情
報３１３で設定された印刷条件で画像データを用紙等の記録媒体に印刷する。なお、実行
手段２０３は、受付手段２０１から渡された指示情報によっては画像処理部２６やファク
シミリ部２８を制御して処理を実行する場合もある。
【００２９】
　また、実行手段２０３は、認証手段２０２による認証が成立した場合に印刷処理を実行
し、認証が成立しなかった場合は、印刷処理を拒否する。
【００３０】
　設定手段２０４は、第１及び第２の近接無線通信のうち一方の選択を受け付けて設定す
る。選択の受け付けは、後述するように、ユーザが自ら選択して設定される場合や、通信
対象の検出回数から設定される場合がある。
【００３１】
　なお、通信制御手段２００、受付手段２０１、認証手段２０２、実行手段２０３、設定
手段２０４は、それぞれ一部又は全部を再構成可能回路（ＦＰＧＡ：Field Programmable
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 Gate Array）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：Application Specific Integrated C
ircuit）等のハードウェア回路によって構成してもよい。
【００３２】
（携帯端末装置の構成）
　携帯端末装置３は、携帯端末装置３の各部を制御する制御部３０を有し、この制御部３
０に、記憶部３１、近接無線通信ユニット３２、近距離無線通信部３３、表示操作部３４
が接続されている。携帯端末装置３は、パーソナルコンピュータ、タブレット型コンピュ
ータ、多機能電話機（スマートフォン）、携帯電話機等でもよい。
【００３３】
　記憶部３１は、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ハー
ドディスク等で実現され、プログラム３１０、画像データ３１２、印刷指示情報３１３、
個体識別番号３１４等を記憶する。個体識別番号３１４は、例えば製造番号（ＵＩＤ、Ｉ
Ｄｍ等）である。
【００３４】
　近接無線通信ユニット３２は、第１の近接無線通信を行うための第１の無線信号を送信
する第１の近接無線通信部３２１と、第２の近接無線通信を行うための第２の無線信号を
送信する第２の近接無線通信部３２２とを備える。第１の近接無線通信部３２１は、画像
形成装置２の第１の近接無線通信部２２１との間で第１の近接無線通信を行うものである
。画像形成装置２の第１の近接無線通信部２２１と同様の機能を有する。第２の近接無線
通信部３２２は、画像形成装置２の第２の近接無線通信部２２２との間で第２の近接無線
通信を行うものである。画像形成装置２の第２の近接無線通信部２２２と同様の機能を有
する。
【００３５】
　制御部３０は、第１の無線信号と第２の無線信号を交互に送信させるため、タイミング
よっては、第１の無線信号の送信によって第１の近接無線通信の接続が確立した後に、第
２の無線信号の送信によって第２の近接無線通信の接続が確立する場合もあれば、第２の
無線信号の送信によって第２の近接無線通信の接続が確立した後、第１の無線信号の送信
によって第１の近接無線通信の接続が確立する場合もある。画像形成装置２が第１及び第
２の近接無線通信の一方のみが有効となるように設定されている場合は、設定された方の
みの近接無線通信の接続が確立する。
【００３６】
　近距離無線通信部３３は、画像形成装置２の近距離無線通信部２３との間で近距離無線
通信を行うものであり、画像形成装置２の近距離無線通信部２３と同様の機能を有する。
【００３７】
　表示操作部３４は、液晶ディスプレイ等の表示部にタッチパネルが重合配置されたタッ
チパネルディスプレイを有し、操作画面を表示部に表示するとともに、操作者からタッチ
パネルへの操作を受け付ける。
【００３８】
　制御部３０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、インターフェース等から構成さ
れている。ＣＰＵは、記憶部３１に記憶されたプログラム３１０に従って動作することに
より、ＩＰアドレス取得手段３００、印刷指示手段３０１、送信手段３０２等として機能
し、ＣＥモード及びＰ２Ｐモードを実行する。
【００３９】
　ＩＰアドレス取得手段３００は、第２の近接無線通信部３２２が画像形成装置２の第２
の近接無線通信部２２２との間で第２の近接離無線通信の接続を確立したとき、第２の近
接無線通信部３２２を介して画像形成装置２のＩＰアドレス２１１を取得する。ＩＰアド
レス取得手段３００は、取得したＩＰアドレス２１１を印刷指示手段３０１に通知する。
【００４０】
　印刷指示手段３０１は、ＩＰアドレス取得手段３００が取得したＩＰアドレス２１１を
送信先として、画像データの印刷を指示する印刷指示情報３１３を近距離無線通信部３３
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を介して当該ＩＰアドレス２１１の画像形成装置２に送信する。
【００４１】
　送信手段３０２は、第１の近接無線通信部２２１が携帯端末装置３の第１の近接無線通
信部３２１との間で第１の近接無線通信の接続を確立すると、個体識別番号３１４を記憶
部３１から読み出して第１の近接無線通信部３２１から画像形成装置２に送信する。
【００４２】
　なお、ＩＰアドレス取得手段３００、印刷指示手段３０１及び送信手段３０２は、それ
ぞれ一部又は全部をＦＰＧＡ、ＡＳＩＣ等のハードウェア回路によって構成してもよい。
また、ＩＰアドレス取得手段３００及び送信手段３０２をＯＳが実行し、印刷指示手段３
０１をアプリケーションソフトウェアが実行してもよい。
【００４３】
　図２は、画像形成装置２の表示操作部２４に表示される機能選択画面２４０の一例を示
す図である。表示操作部２４には、ユーザの操作に基づいて図２に示す機能選択画面２４
０が表示される。機能選択画面２４０には、「リーダ・ライタ機能」ボタン２４１と、「
Ｐ２Ｐ機能」ボタン２４２と、「ＯＫ」ボタン２４３と、「キャンセル」ボタン２４４が
設けられている。「リーダ・ライタ機能」ボタン２４１又は「Ｐ２Ｐ機能」ボタン２４２
を選択した後、「ＯＫ」ボタン２４３を操作することにより、設定手段２０４は設定内容
を確定する。「キャンセル」ボタン２４４は、「リーダ・ライタ機能」ボタン２４１又は
「Ｐ２Ｐ機能」ボタン２４２の選択をキャンセルするためのものである。
【００４４】
（情報処理システムの動作）
　次に、情報処理システム１の動作の一例について図３を参照して説明する。図３は、画
像形成装置２の動作の一例を示すフローチャートである。
【００４５】
（１）リーダ・ライタ機能が選択された場合
　ユーザが図２に示す機能選択画面２４０において、「リーダ・ライタ機能」ボタン２４
１を選択し、「ＯＫ」ボタン２４３を操作して、リーダ・ライタ機能を選択した場合につ
いて説明する。なお、リーダ・ライタ機能及びＰ２Ｐ機能は、両方を選択することはでき
ず、一方のみ選択可能である。
【００４６】
　まず、ユーザは、図示しない端末装置を操作して印刷対象の画像データを選択し、
画像データに対する印刷条件、例えばカラー／白黒、印刷枚数等を設定して印刷指示情報
を生成する。ユーザは、端末装置を操作して印刷指示情報をネットワークを介して画像形
成装置２に送信する。
【００４７】
　画像形成装置２の受付手段２００は、ネットワークを介して印刷指示情報を受け付ける
と、受け付けた印刷指示情報を記憶部２１の印刷指示情報リスト２１に記憶する。
【００４８】
　次に、ユーザは画像形成装置２の近接無線通信ユニット２２に図示しない非接触型ＩＣ
カードをかざす。通信制御手段２００は、設定手段２０４によってリーダ・ライタ機能及
びＰ２Ｐ機能のうちいずれの機能が選択されているか確認する（Ｓ１）。
【００４９】
　リーダ・ライタ機能が選択されている場合には（Ｓ１）、通信制御手段２００は、第１
の近接無線通信部２２１のみから第１の無線信号を出力させる。第１の近接無線通信部２
２１は、第１の近接無線通信の接続が確立すると（Ｓ２：Ｙｅｓ）。通信制御手段２００
は、非接触型ＩＣカードからＩＤ（ユーザＩＤ）を取得する（Ｓ３）。
【００５０】
　認証手段２０２は、通信制御手段２００が取得したユーザＩＤがユーザＩＤリスト２１
２に登録されているか否かを判断する（Ｓ４）。認証手段２０２は、認証結果を実行手段
２０３に通知する。
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【００５１】
　実行手段２０３は、認証が成立している場合は（Ｓ４：Ｙｅｓ）、記憶部２１に記憶さ
れている印刷指示情報リスト２１３を表示操作部２４に表示する。ユーザが表示操作部２
４を操作して印刷を希望する印刷指示情報を選択する。実行手段２０３は、選択された印
刷指示情報に従って画像出力部２７を制御して印刷処理を実行する（Ｓ５）。
【００５２】
　認証が成立していない場合は（Ｓ４：Ｎｏ）、実行手段２０３は、印刷処理を拒否する
（Ｓ６）。
【００５３】
　なお、ユーザが携帯端末装置３をかざすと、画像形成装置２側がユーザＩＤにした対応
していない場合には、携帯端末装置３が保持する個体識別番号が読み取られて認証エラー
になる可能性がある。これを避けるため、図２の機能選択画面２４０において、「リーダ
・ライタ機能」の表示の代わりに、又はその表示とともに「非接触型ＩＣカード」のよう
に通信対象名を表示してもよい。また、「Ｐ２Ｐ機能」の表示の代わりに、又はその表示
とともに「ＮＦＣ対応機器」のように通信対象名を表示してもよい。
【００５４】
（２）Ｐ２Ｐ機能が選択された場合
　ユーザが図２に示す機能選択画面２４０において、「Ｐ２Ｐ機能」ボタン２４２を選択
し、「ＯＫ」ボタン２４３を操作して、Ｐ２Ｐ機能を選択した場合について説明する。
【００５５】
　ユーザは、携帯端末装置３の表示操作部３４を操作して印刷設定画面を表示させる。次
に、ユーザは、印刷設定画面を操作して記憶部３１に記憶されている画像データ３１２か
ら印刷対象の画像データ３１２を選択する。
【００５６】
　続いてユーザは、選択した画像データ３１２に対する印刷条件、例えばカラー／白黒、
印刷枚数等を設定する。印刷指示手段３０１は、選択された画像データ３１２を設定され
た印刷条件で印刷することを指示する印刷指示情報３１３を生成し、記憶部３１に記憶す
る。印刷指示手段３０１は、例えば、選択された画像データを表示操作部３４に表示する
ことで、携帯端末装置３を近接無線通信の待ち受け状態にし、ＣＥモード及びＰ２Ｐモー
ドを実行可能とする。なお、近接無線通信の待ち受け状態にするための方法としては、選
択された画像データを表示操作部３４に表示する方法に限られず、画像データが選択され
、印刷条件が設定された状態であればよい。
【００５７】
　画像形成装置２の第２の近接無線通信部２２２は、定期的に第２の無線信号を送信して
通信対象の有無を判定している。ユーザが選択した画像データを表示操作部３４に表示し
た状態で携帯端末装置３の近接無線通信ユニット３２を画像形成装置２の近接無線通信ユ
ニット２２に近づける（かさず）と、画像形成装置２の第２の近接無線通信部２２２は、
第２の無線信号を送信して第２の近接無線通信の接続を確立する（Ｓ７：Ｙｅｓ）。この
とき、第１の近接無線通信部２２１は、有効となるように設定されていないため、第２の
無線信号を送信しない。このため個体識別番号が読み取られて認証エラーになることがな
い。
【００５８】
　画像形成装置２の通信制御手段２００は、記憶部２１からＩＰアドレス２１１を読み出
し、ＩＰアドレス２１１を第２の近接無線通信部２２２を介して携帯端末装置３に送信す
る（Ｓ８）。携帯端末装置３のＩＰアドレス取得手段３００は、画像形成装置２からＩＰ
アドレス２１１を取得すると、取得したＩＰアドレス２１１を印刷指示手段３０１に通知
する。
【００５９】
　印刷指示手段３０１は、通知されたＩＰアドレス２１１を送信先として印刷指示情報３
１３を近距離無線通信部３３から画像形成装置２に送信するように制御する。近距離無線
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通信部３３が近距離無線通信部２３との間で近距離無線通信の接続を確立すると、印刷指
示情報３１３が画像形成装置２の近距離無線通信部２３に送信される。受付手段２０１は
、携帯端末装置３から印刷指示情報３１３を近距離無線通信部２３を介して受信する（Ｓ
９）。
【００６０】
　実行手段２０３は、画像出力部２７を制御して印刷指示情報３１３で設定された印刷条
件で画像データを記録媒体に印刷する（Ｓ１０）。
【００６１】
（情報処理シテムの動作の他の一例）
次に、情報処理システム１の動作の他の一例について図４を参照して説明する。図４は、
画像形成装置２の動作の他の一例を示すフローチャートである。具体的には、前述の図２
に示す機能選択画面２４０において、「リーダ・ライタ機能」ボタン２４１や「Ｐ２Ｐ機
能」ボタン２４２を選択しない場合である。
【００６２】
（３）非接触型ＩＣカードを用いた印刷
　まず、ユーザは、図示しない端末装置を操作して印刷対象の画像データを選択し、
画像データに対する印刷条件、例えばカラー／白黒、印刷枚数等を設定して印刷指示情報
を生成する。ユーザは、端末装置を操作して印刷指示情報をネットワークを介して画像形
成装置２に送信する。
【００６３】
　画像形成装置２の受付手段２００は、ネットワークを介して印刷指示情報を受け付ける
と、受け付けた印刷指示情報を記憶部２１の印刷指示情報リスト２１に記憶する。
【００６４】
　次に、ユーザは画像形成装置２の近接無線通信ユニット２２に図示しない非接触型ＩＣ
カードをかざす。近接無線通信ユニット２２の第１の近接無線通信部２２１は、非接触型
ＩＣカードの存在を検出する（Ｓ１１：Ｙｅｓ）。第１の近接無線通信部２２１が２回連
続して非接触型ＩＣカードの存在を検知すると（Ｓ１３：Ｙｅｓ）、通信制御手段２００
は、非接触型ＩＣカードから第１の近接無線通信部２２１を介してユーザＩＤを取得する
（Ｓ１４）。ユーザＩＤが必要な情報の一例である。
【００６５】
　認証手段２０２は、通信制御手段２００が取得したユーザＩＤがユーザＩＤリスト２１
２に登録されているか否かを判断する（Ｓ１５）。認証手段２０２は、認証結果を実行手
段２０３に通知する。
【００６６】
　実行手段２０３は、認証が成立している場合は（Ｓ１５：Ｙｅｓ）、記憶部２１に記憶
されている印刷指示情報リスト２１３を表示操作部２４に表示する。ユーザが表示操作部
２４を操作して印刷を希望する印刷指示情報を選択する。実行手段２０３は、選択された
印刷指示情報に従って画像出力部２７を制御して印刷処理を実行する（Ｓ１６）。
【００６７】
　認証が成立していない場合は（Ｓ１５：Ｎｏ）、実行手段２０３は、印刷処理を拒否す
る（Ｓ１７）。
【００６８】
（４）携帯端末装置３を用いた印刷
　ユーザは、携帯端末装置３の表示操作部３４を操作して印刷設定画面を表示させる。次
に、ユーザは、印刷設定画面を操作して記憶部３１に記憶されている画像データ３１２か
ら印刷対象の画像データ３１２を選択する。
【００６９】
　続いてユーザは、選択した画像データ３１２に対する印刷条件、例えばカラー／白黒、
印刷枚数等を設定する。印刷指示手段３０１は、選択された画像データ３１２を設定され
た印刷条件で印刷することを指示する印刷指示情報３１３を生成し、記憶部３１に記憶す
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る。印刷指示手段３０１は、例えば、選択された画像データを表示操作部３４に表示する
ことで、携帯端末装置３を近接無線通信の待ち受け状態にし、ＣＥモード及びＰ２Ｐモー
ドを実行可能とする。なお、近接無線通信の待ち受け状態にするための方法としては、選
択された画像データを表示操作部３４に表示する方法に限られず、画像データが選択され
、印刷条件が設定された状態であればよい。
【００７０】
　画像形成装置２の第１及び第２の近接無線通信部２２１、２２２は、定期的に第１又は
第２の無線信号を送信して通信対象の有無を判定している。ユーザが選択した画像データ
を表示操作部３４に表示した状態で携帯端末装置３の近接無線通信ユニット３２を画像形
成装置２の近接無線通信ユニット２２に近づける（かさず）と、画像形成装置２の近接無
線通信ユニット２２の第１又は第２の近接無線通信部２２１、２２２は、ＮＦＣ対応機器
としての携帯端末装置３の存在を検出すると、携帯端末装置３の近接無線通信ユニット３
２の第１又は第２の近接無線通信部３２１、３２２との間で第１又は第２の通信対象の存
在を検出する（Ｓ１１、Ｓ１２）。第１及び第２の近接無線通信のうち、どちらが先に通
信対象の存在を検出するかはタイミングによって異なる。
【００７１】
　第１の近接無線通信部２２１が非接触型ＩＣカードの存在を検出せず（Ｓ１１：Ｎｏ）
、第２の近接無線通信部２２２が携帯端末装置３の存在を検出すると（Ｓ１２：Ｙｅｓ）
、画像形成装置２の通信制御手段２００は、記憶部２１からＩＰアドレス２１１を読み出
し、ＩＰアドレス２１１を第２の近接無線通信部２２２を介して携帯端末装置３に送信す
る（Ｓ１８）。携帯端末装置３のＩＰアドレス取得手段３００は、画像形成装置２からＩ
Ｐアドレス２１１を取得すると、取得したＩＰアドレス２１１を印刷指示手段３０１に通
知する。
【００７２】
　印刷指示手段３０１は、通知されたＩＰアドレス２１１を送信先として印刷指示情報３
１３を近距離無線通信部３３から画像形成装置２に送信するように制御する。近距離無線
通信部３３が近距離無線通信部２３との間で近距離無線通信の接続を確立すると、印刷指
示情報３１３が画像形成装置２の近距離無線通信部２３に送信される。受付手段２０１は
、携帯端末装置３から印刷指示情報３１３を近距離無線通信部２３を介して受信する（Ｓ
１９）。
【００７３】
　実行手段２０３は、画像出力部２７を制御して印刷指示情報３１３で設定された印刷条
件で画像データを記録媒体に印刷する（Ｓ１６）。
【００７４】
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、本発明は上記の実施の形態に限定されるもの
ではなく、本発明の要旨を変更しない範囲内で種々の変形、実施が可能である。
【００７５】
（変形例１）
　上記実施の形態では、携帯端末装置３を優先させるために、非接触型ＩＣカードの存在
を複数回連続して検出した場合に、非接触型ＩＣカードと通信可能とする通信制御手段２
００の制御（フィルタ処理）を採用したが、非接触型ＩＣカードを優先させるために、携
帯端末装置３の存在を複数回連続して検出した場合に、携帯端末装置３と通信可能として
もよい。
【００７６】
（変形例２）
　画像形成装置２の制御部２０は、通信制御手段２００が第１及び第２の通信対象の一方
の存在を連続して検出する回数を設定操作により１回に設定する設定手段を備えてもよい
。
【００７７】
（変形例３）
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　画像形成装置２の制御部２０は、通信対象がかざされたとき、第１及び第２の通信対象
の両方と通信可能とするか、第１及び第２の通信対象の一方のみと通信可能とするかを選
択する選択手段を備え、選択手段により第１及び第２の通信対象の両方と通信可能とする
ことが選択されたとき、フィルタ処理を有効としてもよい。
【００７８】
（変形例４）
　画像形成装置２の制御部２０は、第１の近接無線通信部２２１が非接触型ＩＣカードの
うち携帯端末装置３と混同を生じる可能性のある種類の非接触型ＩＣカードを検出したと
き、フィルタ処理を有効としてもよい。
【００７９】
（変形例５）
　上記実施の形態では、高速通信が可能という理由で、印刷指示情報３１３を近距離無線
通信部３３を介して送信したが、データ量が少ない場合などには印刷指示情報３１３を近
接無線通信ユニット３２を介して送信してもよい。
【００８０】
（変形例６）
　上記実施の形態では、高速通信が可能という理由で、印刷指示情報３１３を近距離無線
通信部３３を介して送信したが、データ量が少ない場合などには印刷指示情報３１３を近
接無線通信ユニット３２を介して送信してもよい。
【００８１】
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、本発明は上記の実施の形態に限定されるもの
ではなく、本発明の要旨を変更しない範囲内で種々の変形、実施が可能である。
【００８２】
　また、本発明の要旨を変更しない範囲内で、実施の形態のフローにおいて、ステップの
追加、削除、変更、入替え等が可能である。
【００８３】
　また、上記実施の形態で用いたプログラムをＣＤ－ＲＯＭ等のコンピュータ読み取り可
能な記録媒体に記録して提供することもできる。
【符号の説明】
【００８４】
１…情報処理システム、２…画像形成装置、３…携帯端末装置、２０…制御部、
２１…記憶部、２２…近接無線通信ユニット、２３…近距離無線通信部、
２４…表示操作部、２５…画像読取部、２６…画像処理部、２７…画像出力部、
２８…ファクシミリ部、３０…制御部、３１…記憶部、
３２…近接無線通信ユニット、３３…近距離無線通信部、３４…表示操作部、
２００…通信制御手段、２０１…受付手段、２０２…認証手段、
２０３…実行手段、２０４…設定手段、２１０…プログラム、
２１１…ＩＰアドレス、２１２…ユーザＩＤリスト、２１３…印刷指示情報リスト、
２２１…第１の近接無線通信部、２２２…第２の近接無線通信部、
２４０…機能選択画面、２４１…「リーダ・ライタ機能」ボタン、
２４２…「Ｐ２Ｐ機能」ボタン、２４３…「ＯＫ」ボタン、
２４４…「キャンセル」ボタン、
３００…ＩＰアドレス取得手段、３０１…印刷指示手段、
３０２…ユーザＩＤ送信手段、３１０…プログラム、３１２…画像データ、
３１３…印刷指示情報、３１４…個体識別番号、３２１…第１の近接無線通信部、
３２２…第２の近接無線通信部
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